
 

 

市内中小企業者向け補助金を新設１ 

「町田市事業承継事業補助金」 
 

中小企業では、利益を出していながらも後継者難で自主廃業せざるを得ない「黒字

廃業」が増加傾向にあり、事業承継が大きな経営課題となっています。こうした背景

を踏まえ、市では、「町田市産業振興計画 19-28」に基づき、2019年 5月から「町田

市事業承継推進ネットワーク（※）」を立ち上げ、市内事業者の円滑な事業承継を支援

しています。 

このたび、市内事業者が持つ優れた技術・ノウハウを次世代へと「“つなぐ”チャ

レンジ」を後押しするため、事業を“受け渡す”方への事業承継補助「町田市事業承

継事業補助金」を新設します。申請受付は 8月 3日（月）から開始します。 

（※）町田市事業承継推進ネットワークは、市が中心となり、事業承継を専門的に支援する機関や 

市内外の金融機関などと連携しながら、事業者のニースに応じた支援を行っています。 

【「町田市事業承継事業補助金」の概要】 

■ 補助対象事業及び経費 

補助対象事業 補助対象経費 

(1)専門事業者によるコンサ

ルティング等を受ける事業 

①初期診断に要する経費 

②課題分析に要する経費 

③事業承継計画の作成に要する経費 

④企業価値の算出に要する経費 

(2)専門事業者にＭ＆Ａの仲

介を委託する事業 

①仲介・マッチングの登録 

②仲介の着手 

 

■ 補助金額：対象経費の 1/2（1事業者あたり、上限 50万円） 

 

■ 対象者：以下の要件をすべて満たす中小企業者（個人事業者を除く） 

（１）市内に本社を有すること 

（２）１年以上事業を営んでいること 

（３）市税を完納していること 

（４）補助事業の実施計画について、「町田市事業承継推進ネットワーク」の確認を受

けていること 

 

■ スケジュール 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３
制度周知・実施計画確認
申請受付（8/3～11/30）
交付決定（申請から約2週間）
事業承継実施
事業実施報告・補助金交付

２０２０ ２０２１
年月

 

２ ０ ２ ０ 年 ７ 月 ８ 日 

記 者 発 表 資 料 

経済観光部産業政策課 課長 増山 

電  話  0 4 2 - 7 2 4 - 3 2 9 6 

“つなぐ”チャレンジ 


